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　・　期間平均生産面積の移動等があるため、前年度の交付額を変更する方については、計算書に
　　記載された面積等の修正（二重線で消し、上部余白に面積を記入。訂正印は不要）を行い、その
　　修正面積を交付申請書に記入し申請して下さい。

○　新規に申請する方の場合、交付申請書、計算書の用紙はＪＡ、地域課に備え付けています。

固定払交付金の支払については、平成２０年度から交付時期を前倒しすることが可能となりました。

したがって、加入申請の時期（４月１日～６月３０日）に交付申請を行っていただければ、７月～８月に

支払を受けることができます。なお、交付申請期限はこれまでと同様に９月３０日までとなっています。

　麦・大豆の過去の生産実績に基づく固定払交付金の支払について
は、交付申請手続きが４月から始まります。交付金の支払時期も７
月～８月からの支払が可能となりましたので、早期支払を希望され
る方は４月１日～６月30日までに手続きを行って下さい。

　交付申請に必要な次の書類は、記入項目を削減し、簡略化しました。別
添の印刷イメージを参考に記入し農政局地域課へ提出して下さい。

○　前年度に交付を受けた方
　・　農地の移動に伴う期間平均生産面積の移動等がない方については、交付申請書に「申請年月
　　日」　と申請する「期間平均生産面積」のみを記入の上、押印し、計算書を添付書類として申請し
　　て下さい。

　【提出書類】
①『「過去の生産実績に基づく交付金」の交付申請書』(様式第４号、以下「交付申請書」)
②『過去の生産実績に基づく交付金の期間平均生産面積計算書』(様式第５号、以下「計算書」)
（前年度に交付を受けた方に対しては、昨年の申請書をもとに上の２つの書類を農政局で作成し配布します。）

九州農政局からのお知らせ
水田経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）
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　過去の生産実績に基づく交付金は、当年の生産実績に関係なく過去（H16～18年産）の生産
実績に基づき固定的な支払が行われる仕組みとなっています。ただし、過去の生産実績（＝期
間平均生産面積）を登録された方に固定してしまうと、農地を集積して麦・大豆を生産しよう
という担い手の方の規模拡大意欲を妨げてしまうこと等から、一定のルールを設けた上で農地
の権利移動などにより規模拡大を行われた方への期間平均生産面積の移動が可能となるような
仕組みとなっています。

　具体的には、
　１　過去実績を保有している方から農地を購入・借り入れ、あるいは農作業受委託を
　　受けた場合は、期間平均生産面積の移動を受けることが可能です。
　２　農地の出し手から受け手の方に移動できる期間平均生産面積は、農地の権利が移動
　　した面積に見合ったものであることが必要です。（原則、農地の移動面積以上の期間
　　平均生産面積の移動はできません。これを「移動上限ルール」と言います。）
　３　過去実績を保有する農地の出し手についても、期間平均生産面積が経営面積に見
　　合ったものとなるよう保有可能な期間平均生産面積に上限を設ける仕組みとなってい
　　ます。（これを「ストック制限」と言っています。）

　したがって、過去実績を保有されている方が、①農地の売却や貸借、②農作業受委託契約の
締結・解除等、③農地の転用、をされた場合には、原則「期間平均生産面積の移動登録」の手
続きが必要となりますので、お近くの加入申請受付・相談窓口や事務を委託されているＪＡに
ご相談下さい。（「期間平均生産面積の移動登録」手続きは交付申請と同時にできます。）

  なお、上記３のストック制限については、集落営農組織に過去実績を合算している組織構成
員の方個人ごとに判断することになりますので、組織の役員等の方は構成員の方に注意喚起し
ていただくようお願いします。

 過去実績（期間平均生産面積）の移動について（ご注意とお願い）

－お問い合わせ先－
　　九州農政局 生産経営流通部 担い手育成課　　担当：髙野・池田
　　住所：熊本市二の丸１番２号　熊本合同庁舎内   電話：０９６－３５３－３５６１（内線４２３７）

加入申請受付・相談窓口

【 水田経営所得安定対策についての連絡先 】

九州農政局生産経営流通部担い手育成課    〒860-8527 熊本市二の丸１番２号　     TEL:096-353-7628

福岡農政事務所農政推進課                    〒812-0018 福岡市博多区住吉３－１７－２１　TEL:092-281-8261

佐賀農政事務所農政推進課                    〒840-0803 佐賀市栄町３－５１                     TEL:0952-23-3136

長崎農政事務所農政推進課                    〒852-8106 長崎市岩川町１６－１６　　　　　　 TEL:095-845-7121

大分農政事務所農政推進課                    〒870-0047 大分市中島西１－２－２８　　　　　TEL:097-532-6131

宮崎農政事務所農政推進課                    〒880-0801 宮崎市老松2丁目３－１７　　　　 TEL:0985-22-3184

鹿児島農政事務所農政推進課                〒892-0817 鹿児島市小川町３－６４  　　　   　TEL:099-222-0121


